
 

変更申請書受付要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、木材保存剤等審査会（以下「本会」という。）の規約第４条（１）お

よび木材保存剤等審査規程（以下「審査規程」という。）第５条に基づき、本会が行う木

材保存剤等の変更申請書の受付にあたって、必要な事項を定めたものである。なお、審査

規程第 16 条に基づく変更申請の手引きは別に定める。 

 

（対象事項） 

第２条 既認定製品の記載内容に関わる変更は次の(１)項の通りである。 

（１）認定製品の内容に関する変更 

①製品の組成（助剤の変更等軽微な変更に限る） 

②使用方法等 

③保存剤処理材料の内容 

（２）前項（１）①の助剤等の組成の変更に伴い、製品中の有効成分濃度が大幅に変わる

場合は、有効成分の使用濃度に変更がなくても新規申請として取り扱う。 

（３）原体の製造工場、合成ｼｽﾃﾑの変更または、工場を追加して製造する原体に変更する

場合は、原体中の有効成分および、不純物の構成が同一で、有効成分含量が、申請

品（性能試験、安全性試験に供した原体）以上であり、不純物の含量が申請品以下

であることが証明できる資料の提出を以って、変更申請を受け付けることとし、 

これ以外の場合は、新規の認定申請とし、新規申請書受付要領によるものとする。

なお、証明できる資料には、変更申請する原体の分析表（１製造ロット当たり 5検

体）も該当する。 

２ 以下の変更は、指定された様式（認定協会ＨＰ参照）に従い、公益社団法人日本木材保

存協会会長および公益社団法人日本しろあり対策協会会長宛に変更届を提出する。また、

変更届を受理した認定協会はその変更届の内容を本会に文書をもって連絡すること。 

（１）申請者に関する変更 

①会社名 

②代表者 

③会社所在地 

④製品名 

⑤製造場所 

⑥その他申請者に関連する事項 

（２）認定製品あるいは有効成分または原体所有者の変更・譲渡 

 



（申請書の提出と添付資料） 

第３条 変更を受けようとする者（以下「申請者」という）は、本会会長宛ての変更申請書

（書類様式②）および申請する認定協会会長宛ての変更申請書（申請協会ＨＰ参照）を作

成し、本会に提出する。押印は原則代表者印とする。申請者が日本以外の場合はサインを

可とする。 

申請者は、変更の内容によって求められる以下の添付資料を、新規申請書受付要領第５条

に準じ、作成し添付する。 

（１）製品の組成の変更： 

製品の有効成分の製品中濃度を下げる場合であっても使用濃度に変更がない場合、

あるいは製品の助剤の変更の場合は、製品の指定試験機関の防腐・防蟻性能に関す

る室内試験、安定性試験、急性経口毒性試験、皮膚感作性試験、必要に応じて鉄腐

食性試験、各々１ヶ所の成績書を添えて申請する。試験の詳細は手引に従う。 

（２）使用方法等の変更： 

製品の性能に変化のないことを示す指定試験機関１ヶ所の防腐・防蟻等性能に関

する室内試験および安定性試験の成績書を添付する。 

（３）保存剤処理材料の内容の変更 

性能に影響がないことを示す指定試験機関１ヶ所の防腐・防蟻性能等に関する室

内試験の成績書を添付する。 

（１）～（３）の変更申請にあっては、新規申請時あるいは前回の変更申請時の添付資

料および有効認定書（証）の写しを添付する。なお、改正された試験法で既認定薬剤の

変更申請を行う場合は別に定める。 

 

（審査申請料および審査料の納付） 

第４条 申請者は、本会に審査申請料および審査料を添えて変更申請書を提出する。審査申

請料および審査料は別途定める。領収書は金融機関が発行する振り込み明細票等をもっ

て代える。特別に請求書が必要な申請者は事前に本会にその旨申し入れること。 

 

（申請書の受付時期） 

第５条 本会の変更申請書の受付は、３月および９月の年２回とする。 

 

（認定協会および申請者に対する審査結果の通知） 

第６条 本会は、審査委員会の審査が終了したら、速やかにその結果を認定協会および申請

者に通知する。 

 

（記載事項変更の報告） 

第７条 申請者は、申請書を提出した後、申請先の協会での認定までの間に、記載内容に変



更が生じたときは、遅滞なくその旨を本会へ報告しなければならない。 

 

（申請書等の保管） 

第８条 申請者は、当該製品が更新継続中においては各認定協会への最終認定申請書およ

び添付資料の保管義務を有し、本会の求めにより写しを提出しなければならない。 

 

（変更認定後の有効期間） 

第９条 変更を認めた製品の認定有効期間は、変更前の認定製品の残余有効期間とする。 

 

（要領の改廃） 

第 10 条 この要領の改廃は、理事会の議決を経て行う。 

 

附則 

１．この要領は平成 22 年 12 月 8 日から施行する 

２．この要領は平成 27 年 10 月１日から施行する 

３．この要領は 2018 年 12 月１日から施行する 

４．この要領は 2020 年７月３日から施行する 

５．改定：2022年 10月３日より適用する 

 


